
■言葉の壁をぶっ壊そう■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 209号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：言葉の壁をぶっ壊そう 

 

僕の活動基盤である日本土地資源協会は、笑恵館の永続的な運営を担うために設立した法人だ。 

オーナーから土地建物の寄贈を受け、社団法人という株主のいない法人が所有することで、相続による分割や税

負担を永久に回避する。 

オーナー自身もこの協会の理事なので、ある意味では自分の財産であり続けると言える。 

子どもたちは土地建物の相続を受けられないが、むしろ、子どもたちに負担をかけることなく、やる気のある者

が継承できる仕組みだ。 

僕は、使われない財産として土地建物が余り続ける社会を変えるため、このやり方にたどり着いた。 

だが、ここにたどり着くまでに 7年もかかり、今後も僕は手こずるだろうと確信する。 

そんな覚悟をしてまでこれから僕が挑むのは、「言葉」という障壁だ。 

・ 

これまで幾度となく述べてきたとおり、僕は初めに「公益法人」を目指した。 

法人は不死身なので、自然人を対象とする相続とは関係ない。 

あとは、法人に所有権を移す際の様々な税負担を可能な限り回避するために、「寄付」の制度に着目した。 

僕が過剰なまでに税負担にこだわるのは、「土地を売らない事業」だからだ。 

そもそも税金は、土地の売却益にかかるものなので。売らない土地に課税するのはおかしいと思う。 

その逆に、土地を所有するからには、国に対する賃料のような固定資産税は必ず払うべきだと思うので、行政に

対しては社会福祉施設の民営化を提唱する。 

僕は「土地を売らずに活用し、固定資産税をきちんと払うこと」こそが、これからの公益だと考えた。 

・ 

だが、そんな思いは「公益」という言葉の壁に、あっさりと跳ね返された。 

「公益の公」は「公私の公」、つまり、「私益」を目指す事業は公益事業とは言えないという。 



確かに僕は、一部の役員が配分するために利益を残すのでなく、事業に関わる多くの人のために全てを使い切る

事業を非営利と理解した。 

だが、内閣府の言う「公」とはあくまで不特定多数を示しており、笑恵館は所詮「会員制の共益事業」に過ぎな

いという。 

そこで僕は頭に来て、「日本政府だって、日本国民という会員を優遇する共益団体じゃないか！」と反論したが、

「そんな意見は国会で言ってください」と笑われた。 

僕は、公益申請を取り下げた。 

・ 

次に僕が挑んだのは NPO 法人を設立し、税務上公益法人と同等の取り扱いを受ける「認定 NPO 法人」を目指

すことだった。 

3 年目を迎えた笑恵館では、会員数が 500名を超え、「認定 NPO法人」となる要件を十分に満たせるようになっ

ていた。 

だが、書類審査が終わった段階で都庁の担当者に「土地の寄付も免税となるか？」と尋ねたところ、「それは税務

署で確認してください」とのこと。 

これであとは、税務署に相談するしかなくなったのだが、もしもそこで否認されたら僕の努力は無駄に終わる。 

だが昨年、ようやく覚悟を決めて税務署を訪ねてみたら、なんと税務署が僕の勘違いを教えてくれた。 

なんとそれは、「土地はお金じゃありませんよ」という、僕の得意なセリフだった。 

・ 

税務署員との会話 

僕：なぜ土地の寄付は公益法人でも免税と限らないんですか？ 

税：お金は使えば無くなりますが、土地は無くなりませんから、はじめは公益利用していても次第に私的利用さ

れるかもしれない。 

僕：それでは「土地の公益性」は、説明できないじゃないですか？ 

税：そうです、公益性は免税の必要条件であり、十分条件ではありません。そもそも「利益」という言葉が間違

いを招くんです。税金はお金にかけるモノ、だから税務上は”利益”でなく”剰余金”というんですよ。 

僕：ガーン(壁が崩れる音)、では「公益」でなく「非営利」であることが、免税の決め手なんですか？ 

税：その通りです。営利型の社団法人には、たとえ株主がいなくとも、代表者に相続税がかかります。法人だか

らでなく、非営利だから･･･つまり剰余金が無いから税金を取らないんです。 

僕：ガーーン(壁が崩れる音)、では非営利型社団法人であれば、相続や贈与税は免税ですか？ 

税：その通り、公益性が問われるのは「贈与する側にかかる税金」であって、それはいかなる団体も税務署長の

許可が必要です。 

僕：ガーーーン 

・ 

結局僕は、自分自身も言葉の壁に囲まれて、それを乗り越えられずにいたわけだ。 

考えてみれば、非営利法人というと NPO（NonProfit Organization）という言葉が多用されるが、Organization

は団体や組織を意味する言葉で「法人」ではなく、法人化した組織を「NPO法人」と呼んでいる。 

1990 年から行われたジョンズ・ホプキンズ大学国際比較研究プロジェクトで定義された NPOの要件とは･･･  

(1)正式の組織（Formal Organization）であること 

(2)非政府組織であること（Non-Political） 

(3)利益を配分しないこと（Non-Profit Distributing） 

(4)自己統治（Self-Governing） 

(5)自発的であること（Voluntary） 



であり、何のための組織なのかを規定するものではない。 

・ 

僕が目指すのは「永続性を妨げる相続や売買の排除と税の免除」だ。 

固定資産税は、社会の継続運営のために必要だが、相続税や贈与税はむしろ土地の分割や売却を促進する。 

この事に気付いたのは「土地はお金じゃない」という税務署員の一言だった。 

そこで僕は、税務署で教わった「非営利法人」を、「公益法人」や「NPO法人」と区別するするために【NPC（Non-

Profit Corporation）】を提唱する。 

具体的に言うと、「非営利型の一般社団法人」のことで、公益法人や NPO法人となるためには、別の要件を満た

さなければならないが、【NPC】は税法さえ順守すれば、あとは何の審査も無く自由に設立することができる。 

もしも家族や仲間と共に、長く続く町や村をつくるため、土地や建物を分割・売却せずにそのまま継承したいと

願うなら、誰でも作れる【NPC】の設立をお勧めする。 

「NPCで行こう！」って、やっと僕のコピーができた気がする。 

 

http://nanoni.co.jp/20190505/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. 今週のトピックス：激安ツアーに行こう 

 

久しぶりに激安ツアーに行こうと思います。 

今度の行先は「台湾」です。 

前回のシンガポールに続く「小さな国シリーズ」の第 2弾。 

「独立の意味」について、考える旅にしたいと思います。 

 

羽田発着の LCCを利用する激安ツアーは、6時前の早朝発、4時過ぎの早朝帰着という地獄のスケジュールなの

で、今回は成田発の 2泊 3日で妥協します。 

でも、2泊 3日込々34,410円なら、まあいいか。 

ということで、まずは 5/31(金)～6/2(日)の日程で参加者を募ることにしました。 

激安ツアーの詳細は、こちらまで。 

https://kmm.kamome-travel.jp/tour/detail?RT_CD=A0013&S_CD=01&GOODS_CD=20003D-

ITNRTTPE3F1-001&SUP_CD=A0013 

なお、上記日程以外をご希望の方も、気軽にご連絡ください。 

実際の日程については参加者と相談して決めたいと思います。 

それでは、あなたからの問い合わせをお待ちしてますよ。 

ではでは！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 



   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）05/06 ◎終日 面談可（青葉台） 

（火）05/07 ◎終日 面談可（青葉台） 

（水）05/08 ◎終日 面談可（青葉台） 

（木）05/09 〇13～16時 面談可（笑恵館） 

16-17 時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）05/10 ◎11時～ 面談可（青葉台） 

19-21 時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

（土）05/11 〇9～18時 面談可（笑恵館） 

13-18 時 ★各種セミナー（笑恵館） 

（日）05/12 ◎終日 面談可（青葉台） 

 

■その後のイベント 

05/16 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

05/18 ★各種セミナー（笑恵館） 

05/23 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

05/25 ★各種セミナー（笑恵館） 

05/26 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（名栗） 

06/13 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

06/13 ★笑恵館クラブ運営会議 

06/14 ★カプラー起業交流会（三茶） 

 

相談のある人、一杯やりたい人、上記以外でも歓迎です。 

松村の予定はこちらで随時公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 



http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


